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総重量、各チラシ類の内容及び、申込状況によってお断りする場合がございます。
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新潟商工会議所会報「商い情報便」運用規程
１．当サービスは、新潟商工会議所（以下当所という）会員企業の発展に資することを目的とし、当所会員以外の利

用は原則として認めない。

２．当サービスは、新潟商工会議所会報に会員企業の販売促進のための書類等を同封するものであり、当サービス利
用にあたって、当該情報の内容、または、作成責任を有する事業所、代表者等（以下広告主という）に対して与
信を与えるものではないこと、及び、下記事項を遵守するものとする。

　　　　１）発信する情報内容等が公序良俗に反しないこと。
　　　　２）発信する情報内容等が関係法規に違反しないこと。
　　　　３）発信する情報内容等が誤解を与える恐れがないこと。
　　　　４）発信する情報内容等が他の会員、消費者等に不利益を与える恐れがないこと。
　　　　５）政治、宗教、風俗営業、及び消費者金融に関するものでないこと。
　　　　６）その他、当該サービス運用上不適当と認められること。

３．当サービスへの利用に関する諸手続きを広告代理店等に依頼する場合は、広告主が当所会員であること。

４．当サービスの実施予定日において、申込会員数が揃わない等やむを得ない事情が生じた時は、当該実施日を繰延
べることがある。ただし、当該サービスについて初回に申込みをした月から起算して２年を経過した月までとする。

５．発信する情報（広告の内容及びチラシ等）に関する一切の責任は、広告主に帰属する。

６．当サービスに関する手続き上のトラブルは双方誠意をもって対応することとする。また、当該サービスにより生
じた取引上のトラブル等について当所は一切の責任を負わない。

７．当サービスの利用について、年間契約・半年契約・３カ月契約を締結することができる。当該契約を締結する場合は、
別途定める広告掲載料金を適用する。

８．広告掲載料金については、当該広告を同封した会報発刊月の翌月末日までに納入すること。また、割引料金契約
を結んだ場合、当初の契約期間の中途において当該契約を変更あるいは破棄することはできない。

９．当所会報に同封する広告書類は、原則として、Ｂ５版、Ａ４版のチラシ及びパンフレットとし、Ｂ４、Ａ３等の
場合は、当該書類を規定の大きさ以下に折りたたんだうえで、納品する。

10．当所会報に同封する広告書類は、各自で必要部数を用意し、発刊月の前月末日（新春号を除く）までに新潟商工
会議所に納品する。ただし、諸事情を考慮し、Ｂ５版、Ａ４版チラシに限り当方で印刷等の事務処理業務を申し
受けることができる。この場合、別途実費相当分を申し受ける。

11．この運用規程に同意した場合、下記に押印し、発刊月（初回）の前月末日までに担当課へ郵送すること。また、原
則として初回に提出された当契約は、次回以降も適用する。ただし、必要がある場合についてはこの限りではない。

12．本規程は平成 31 年４月１日より適用する。

上記運用規程に同意し、当該サービスに申し込みます。

年　　　　月　　　　日

　事業所名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

新潟商工会議所会報「商い情報便」料金規定
料金（消費税込） 単月契約 ３ヶ月契約 ６ヶ月契約 12 ヶ月契約

割引率 なし ５％割引 10％割引 20％割引
チラシ（B5・A4 版） 22,000　円 62,700　円 118,800　円 211,200　円

チラシ（B4・A3 版 2 つ折り） 33,000　円 94,050　円 178,200　円 316,800　円
パンフレット

（B5・A4 版、10 ページまで） 55,000　円 156,750　円 297,000　円 528,000　円

※　パンフレット
（B5・A4 版、11~20 ページ） 66,000　円 188,100　円 356,400　円 633,600　円

※複数月契約の場合は、初回請求時に全額のご請求となります。
※パンフレットは原則として 10 ページまでとしますが、当該パンフレットの内容その他の事情を
考慮し、特例として 11 ～ 20 ページを認める場合もあります。


